
犯罪被害給付制度について、関係府省庁の協力を得つつ、民事訴訟におけ

る損害賠償額も見据えて、算定方法を見直すことによる給付水準の大幅な引

上げに関して検討を行う。

(1) 本検討会のテーマ

(2) 開催状況と今後の予定

○ 本検討会については、月１回の頻度で開催予定

第１回 令和５年８月７日

第２回 令和５年９月１９日

第３回 令和５年１０月１６日

第４回 令和５年１１月１３日

第５回 令和５年１２月１８日

第６回 令和６年１月１５日

○ 「１年以内をめどに結論」という犯罪被害者等施策推進会議決定の内容

を受け、令和６年５月中までに取りまとめを行うことを想定

「犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する検討」について


